
 

  ＜生徒用＞                    令和５年度 ４月全校オリエンテーション資料 
       学校生活のきまり                足立区新田学園 生活指導部                      
１．登校・下校 
  （１）８時１５分までには門を通過し、８時２０分のチャイムには席に着き、朝の活動を始める。 
（２）出席の確認は８時２０分。閉門後に、登校したときはインターホンを鳴らす。 
（３）職員室に来て、遅刻カードを記入し、カードは授業担当教員に渡す。 
（４）登校は正門、東門を使用。下校は正門のみを使用する。 
（５）欠席、遅刻する時は、原則８時２０分までに欠席連絡フォームで連絡をする。緊急を要する場合は今まで通り 

電話連絡をする。 
（６）最終下校時刻を過ぎたときや、休日に忘れ物を取りに来ることは原則禁止。 
（７）生徒は携帯用防犯ブザーを身に付ける。 

 
２．校内生活 
  （１）金銭、時計、貴重品、化粧、装飾品、その他学習に必要のないものは身に付けたり、持ってこない。 
  （２）教員の許可がある場合を除き、友人同士で物品の貸し借りはしない。 
  （３）上履き、下履きの区別をきちんとつける。 
  （４）一般下校時刻後残って活動する場合は、担当の先生の許可を得て行う。 
    以下の最終下校時刻には校門を出る。（３０分前には使用場所の片付け、下校準備を行う） 
   ［２月～１０月･･･６時３０分 １１月～１月･･･６時 ］      
   ・行事練習などの見学の際は、生徒手帳（手紙）を利用し、保護者が理由を記入、捺印し担任に届け出る。 
    （５）早退した場合、自宅に着いたら必ず学校へ確認の電話を入れる。 
  （６）朝の忘れ物の再登校は禁止。忘れ物が無いよう前日に準備をする。 
    放課後の再登校は、教科、学年の指示に従う。再登校の際は、交通安全等に気を付ける。 

 
３．服装 
《スラックスタイプ》 
冬服 学校指定のブレザー服、ズボン、ベルトは黒の無地、白のワイシャツ 
夏服 半袖または長袖の白のワイシャツ、半袖または長袖の白のポロシャツ 

◎ポロシャツはワンポイント可、指定のズボン、ベルトは黒の無地。だらしない格好はしない。 
 
◎ワイシャツの第２ボタン以降は、はずさない。袖口のボタンは留める。暑いときは袖をおりあげ、 
ボタンをはずしたままの、だらしない格好はしない。 

 
《スカートタイプ》 
冬服 学校指定のブレザー服、スカート、黒のストッキング、タイツを着用してもよい、白のワイシャツ 

◎スカート丈は膝がかくれる程度の長さとする。 
夏服 半袖または長袖の白のワイシャツ、半袖または長袖の白のポロシャツ 

◎ポロシャツはワンポイント可、指定のスカート 
 
《共通》 
◎スラックスタイプ、スカートタイプを選択し、年間を通して着用する。年度途中での変更は原則認めない。 
◎気候や体調に合わせて夏服・冬服を自分で選択し着用する。式や学校が指定した時は冬服とする。 
◎ソックスは白（ワンポイントは可、ラインは不可・ルーズソックス不可） 
◎ワイシャツの裾は、ズボン・スカートの中に入れる。 
◎冬季にコート、手袋、マフラーを着用する場合は、登下校のみとする。 

  ◎冬季にコートを着用する場合、黒または紺またはグレーのスクールコートまたはそれに準ずるコートとする。準ずる 
コートとは、一般的に洋服の上に着用するコートであり、運動時に着るような、ウィンドブレーカー、ベンチコート、
スタジアムジャンパーなどは含まれない。また、学生服を着ないでコートを着用することは認めない。 
◎マフラーは華美でないものとする。 
◎学年色の校章をつける(７年生 緑、８年生 紺、９年生 赤)。 
◎白のポロシャツは、写真のようなものを標準とする。ワンポイントはよい。ボタンの 

 数が多いものや、袖の長さが短いなど写真と著しく違うものとしない。判断に迷うと 
きは事前に先生に相談してから購入する。 
◎防寒のセーターは黒・紺・グレーのスクールセーターとする。（カーディガンは不可） 
◎ベストは学校指定のものを着用する。それ以外のものは着用しない。 

 
４．頭髪   
（１）頭髪はいつも清潔にし、中学生らしい髪型にする。               
（２）前髪は目にかからない長さ。肩にかかる場合は黒・紺・茶のゴムで結ぶ。 
（３）髪飾りなどはつけない。髪止めは黒のピン止めとする。 

   （４）パーマ、ドライヤー等でくせをつけたり、ラインを入れる、明らかな段差を付ける、染める、脱色、整髪料をつ
けるなどはしない。 

 （５）化粧や眉の加工もしない。 
 
５．鞄・靴 
  （１）通学に用いる鞄は、学校指定のスクールバッグまたはサブバッグとする。 

（特に指定のない限り、通常のスクールバッグの登校とする。手ぶらで登校することはしない） 
  （２）通学靴は、運動靴を使用する。 
  （３）上履きは、学校指定のものとする。つま先とかかとに名前を記入する。 

  （４）バッグの目印として、手のひらに収まる大きさの、キーホルダーなどを１つだけつけてもよいとする。 
 
６．職員室の入退室 

職員室は「礼儀と作法の練習場」である。バッグは外に置き、手袋やマフラーははずし、「失礼します」と言って 
入室する。赤のラインまで来て「○○の件で、△△先生いらっしゃいますか」のように言う。 

 
７．上履きの忘れ 
   上履きを忘れた時は職員室の先生に断り、用紙に記入し貸し出し用上履きを借りる。（洗って１週間以内に返却する） 

 
８．校外生活 
   他校の近くには行かない。足立区全体のルールとして決まっている。したがって他校の近くに行ったり、行事を見学 
したりすると、厳しく指導される。 

 
９．昼休みの過ごし方 
 （１）昼休みは外で遊んでもよい。 
（２）昼休みはボールの貸し出しができる。ボールの貸し出しは個人で借りて返すことになっている。ルールが守れない 

場合は、貸し出し禁止となる場合もある。 
□体育館の開放日  月曜日・９年、火曜日７年、水曜日８年、木曜日９年、金曜日８年 
（学校行事等で使用学年がいない時は7年が使用できる） 

 
１０．体育を見学した場合の放課後の部活動 
（１）体育を見学し、保健室で休養をした場合 
⇒その日の部活動は欠席する。翌日からのために体調を整える。顧問の先生には自分から連絡をする。 
（２）けがや捻挫などの外傷で、体育を見学し、保健室を利用した場合 
⇒その日の部活動は見学または欠席とする。顧問の先生には自分から連絡をする。 
（３）けがなどで、保健室を利用した場合（体育の見学はしていない） 
⇒けがの内容や状況を顧問に伝え、その日の部活動の参加については、顧問の先生と相談をする。 
 

１１．水筒の持参について 
（１）こまめな水分補給のために、水筒を持参しても良い。ペットボトルは不可。 
（２）水筒には、必ず記名をする。 
（３）水筒の中身は、水、お湯またはお茶、スポーツドリンクとする。スポーツドリンクは校庭の人口芝生の保護の為、
人工芝の上では飲まない。 

（４）水筒の飲み物は、休み時間や給食の時間に教室内の自席で座って飲む。 
   (体験学習・行事・部活動の場合などは、各々のルールに従い所定の場所で飲むようにします。) 
（５）衛生面から他人の水筒を飲むことは禁止とする。 

 

 


